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短 期 入 所 療 養 介 護

介護予防短期入所療養介護

運 営 規 程

＜ 令和 ６ 年 ９ 月 １ 日 現在 ＞

１ 事業者（法人）の概要

名 称 ・ 法 人 種 別 医療法人 恵真会

代 表 者 名 理事長 渡辺 恵理

所 在 地 ・ 連 絡 先

（ 住 所 ） 福岡県糸島市志登 ５６７番地１

（ 電 話 ） ０９２－３２３－５０１９

（ ＦＡＸ ） ０９２－３２３－５０３２

２ 事業所（ご利用施設）

施 設 の 名 称 介護老人保健施設 まえばる老健センター

所在地・連絡先

（ 住 所 ） 福岡県糸島市志登 ５６７番地１

（ 電 話 ）０９２－３２３－２２１１

（ ＦＡＸ ）０９２－３２３－５７５７

事 業 所 番 号 ４０５２０８００８４

管理者の氏名 施設長 佐々木 まゆみ （ササキ マユミ）

３ 施設運営の基本方針または理念

老人の自立を支援し家庭への復帰を目指す施設として明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家

庭との結びつきを重視した人間性豊かな運営。

４ 事業所の概要

（１）構造等

敷 地 ８，６９４㎡

建 物

構 造 鉄筋コンクリート ３階建

述 べ 床 面 積 ４７８１．６３㎡

利 用 定 員 １００名



（２）居室

居室の種類 室 数 面積（一人あたりの面積） 備 考

特 室 ３
１０.65 ㎡

（ １０.65 ㎡ ）

ナースコールを設置

浴室・トイレ・洗面所・冷蔵庫

個 室 １６
１２.48～１４.48 ㎡

（ １２.48～１４.48 ㎡ ）

ナースコールを設置

トイレ・洗面所・冷蔵庫

二 人 部 屋 ９
２１.64～２２.43 ㎡

（ １０.82～１１.21 ㎡ ）
ナースコールを設置

三 人 部 屋 ５
３２.20～３５.40 ㎡

（ １０.73～１１.80 ㎡ ）
ナースコールを設置

四 人 部 屋 １２
３２.29～３６.36 ㎡

（ ８.07～８.59 ㎡ ）
ナースコールを設置

（３）主な設備

設 備 室 数 面積（一人あたりの面積） 備 考

食 堂 ３
1階 １８９.25 ㎡（3.9 ㎡）

2階 １５９.25 ㎡（3.1 ㎡）

機能訓練室 １ １６３.1㎡（1.3 ㎡） 平行棒・起立矯正台 他

浴 室 １ １６０.53 ㎡ リフト入浴設置

談 話 室 ２
１階 ３９.69 ㎡

２階 ３３.75 ㎡
ソファ・テレビ・雑誌 他

レクリエーション・ルーム １６２.6㎡ カラオケセット

洗 面 所 ４４.61 ㎡ 洗面台・鏡・手すり

便 所 １５０.38 ㎡ ブザー・常夜灯・手すり

（４）通常の送迎の実施地域

糸島市・福岡市西区西部（その他の地域は、相談に応ずる。）



５ 施設の職員体制

当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによ

る。

従業者の職種

施 設 長 １人

医 師 １人以上

薬 剤 師 ０．３人以上

看 護 職 員 １０人以上

介 護 職 員 ２４人以上

支 援 相 談 員 １人以上

理 学 療 法 士・作 業 療 法 士

言語聴覚士
1人以上

管 理 栄 養 士 1人以上

介護支援専門員 1人以上

事務員 2人以上

調理員 8人以上

６ 職員の勤務体制

従業者の職種 勤 務 体 制 休 暇

管 理 者
正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）

常勤で勤務

木・日・祝祭日・年末年始

８/１３ ～ ８/１５

医 師 同 上 同 上

看護職員
日勤（９：００～１８：００）

夜勤（１７：３０～９：３０）
不 定 休

介護職員

早番（ ７：００～１６：００）

日勤（ ９：００～１８：００）

夜勤（１７：３０～ ９：３０）

不 定 休

支援相談員
正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）

常勤で勤務
不 定 休

理学・作業療法士
正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）

常勤で勤務

日曜日・年末年始

８/１３ ～ ８/１５

栄養士
正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）

常勤で勤務

日曜日・祝祭日・年末年始

８/１３ ～ ８/１５

介護支援専門員
正規の勤務時間帯（９：００～１８：００）

常勤で勤務
不 定 休

７ 短期入所療養介護の内容と費用



（１）介護保険給付対象サービス

ア サービス内容

種 類 内 容

食 事

（食事時間）

朝食 ８：１０～

昼食１２：２０～

夕食１７：３０～

管理栄養士の立てる献立表により、栄養と入所者の身体状況に

配慮した食事を提供する。

医療・看護

医師により、定期診察を行う。それ以外でも必要がある場合に

はいつでも診察を受け付ける。

ただし、当施設では行えない処置（透析等）や手術、その他病

状が著しく変化した場合の医療については他の医療機関での

治療となる。

機 能 訓 練
理学療法士、作業療法士により入所者の状況に適した機能訓練

を行い、身体機能の低下を防止するよう努める。

入 浴

入浴又は清拭を行う。（希望により毎日の利用可）

寝たきり等で座位のとれない方は、機械を用いての入浴も可

能。

排 泄
利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自

立についても適切な援助を行う。

離床､着替え､整容等

寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮する。

生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮する。

個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよう援助を

行う。

シーツ交換は週１回実施する。

レクリエーション等

当施設では、次のような娯楽設備を整備。

カラオケ

テレビ・ビデオ

プロジェクター

相 談 及 び 援 助 入所者とその家族からのご相談に応ずる。

送 迎
利用者の心身の状態、ご家族等の事情等から見て送迎を行うこ

とが必要な場合、送迎を行う。



イ 費用

原則として料金表の利用料金の１割が利用者の負担。

介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合、

料金表の利用料金全額をお支払い頂き、利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書と領収

証を発行する。

【料金表】

１．短期入所療養介護費【要介護１～５】（１日につき）

《基本料金》

（1 日あたり）

1 割 2 割 3 割

短期入所療養介護費

『基本型』

個室

要介護 １ ７７４円 １，５４７円 ２，３２０円

要介護 ２ ８２３円 １，６４６円 ２，４６８円

要介護 ３ ８８８円 １，７７５円 ２，６６２円

要介護 ４ ９４３円 １，８８６円 ２，８２９円

要介護 ５ ９９８円 １，９９５円 ２，９９２円

多床室

（2,3,4 人室）

要介護 １ ８５３円 １，７０５円 ２，５５８円

要介護 ２ ９０４円 １，８０８円 ２，７１２円

要介護 ３ ９７０円 １，９３９円 ２，９０９円

要介護 ４ １，０２４円 ２，０４８円 ３，０７２円

要介護 ５ １，０８１円 ２，１６１円 ３，２４２円

２． 介護予防短期入所療養介護【要支援１・要支援２】（1 日あたり）

《基本料金》

（1 日あたり）

1 割 2 割 3 割

短期入所療養介護費

『基本型』

個室
要支援１ ５９５円 １，１９０円 １，７８４円

要支援２ ７４６円 １，４９２円 ２，２３７円

多床室

（2,3,4 人室）

要支援１ ６３０円 １，２５９円 １，８８９円

要支援２ ７９５円 １，５９０円 ２，３８５円



３．加算（１日につき）

４．食事費用（1日につき）

基準費用

第１～３段階以外

第３段階②

※注

第３段階①

※注

第２段階

※注

第 1 段階

１，４４５円 １，３６０ ６５０ ３９０ ３００

〈その他の加算単位

数〉
１割負担 ２割負担 ３割負担

夜勤体制加算 ２５円 ５０円 ７４円

個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算 ２４７円 ４９３円 ７４０円

送迎加算 １８９円 ３７８円 ５６７円

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０６円 ４１１円 ６１７円

緊急短期入所受入加算 ※要介護の方 ９３円 １８５円 ２７８円

若年性認知症利用者受入加算 １２４円 ２４７円 ３７０円

重度療養管理加算（在宅強化型・基本型）※要介護のみ １２４円 ２４７円 ３７０円

在宅復帰・在宅療養支援加算（Ⅰ） ※基本型のみ ３５円 ７０円 １０５円

療養食加算（/食） ９円 １７円 ２５円

総合医学管理加算 ２８３円 ５６５円 ８４８円

口腔連携強化加算 ５２円 １０３円 １５４円

緊急時治療管理 ５３２円
１，０６４

円
１，５９６円

生産性向上推進体制加算
（Ⅰ） １０３円 ２０６円 ３０９円

（Ⅱ） １１円 ２１円 ３１円

ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算

（Ⅰ） ２３円 ４５円 ６８円

（Ⅱ） １９円 ３７円 ５６円

（Ⅲ） ７円 １３円 １９円

令和６年５月３１日まで

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数 × 34 / 1000

介護職員特定処遇改善加算

（Ⅰ）
所定単位数 × 20 / 1000

介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数 × 8 / 1000

令和６年６月１日より

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数 × 75 / 1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 所定単位数 × 71 / 1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数 × 54 / 1000

介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数 × 44 / 1000



５．居住費（１日につき）

基準費用

第１～３段階以外

第３段階②

※注

第３段階①

※注

第２段階

※注

第１段階

１,６６８ １,３１０ １，３１０ ４９０ ４９０

３７７ ３７０ ３７０ ３７０ ０

（２）介護保険給付対象外サービス

利用料の全額を負担していただきます。

種 類 内 容 利 用 料

日用品費

トイレットペーパー・ウエットティッシ

ュ・ペーパータオル・手洗い洗剤・ボデ

ィシャンプー・ヘアシャンプー・口腔ケ

ア材料費 等

２００円／日

教養・娯楽費
クラブ活動・レクリエーション・朝の会、

個別外出、誕生日カード、写真代 等
２００円／日

理髪・美容
毎週月曜日に理髪店の出張による理髪サ

ービスを利用いただけます。
実 費

食 材 料 費 食事を提供した場合の材料費

摂食された分の実費を頂

きます。

朝食 ３００円

昼食 ５８０円

夕食 ５００円

テレビ テレビ利用料 １００円／日

○ その他短期入所療養介護の中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係わる費用であって、お客様に負担させることが適当と認められる費用は、お客様の負担と

する。

８ サービス内容に関する苦情等相談窓口



当施設お客様相談窓口

苦情受付担当者 支援相談員

苦情解決責任者 施設長

ご利用時間 ９：００～１８：００（平日）

ご利用方法 電 話（０９２－３２３－２２１１）

面 接（当事業所 事務所窓口）

苦情箱（同上カウンターに設置）

糸島市役所

（介護保険課）

ご利用時間 ９：００～１７：００（平日）

〒819－1192 糸島市前原西 1丁目 1番 1号

電 話 （092）３２３－１１１１

福岡市西区役所

（保健福祉センター福祉介護保険課）

ご利用時間 ９：００～１７：００（平日）

〒819－8501 福岡市西区内浜 1丁目 4番 1号

電 話 （092）８９５－７０６３

福岡県国保連合会

（介護苦情相談係）

ご利用時間 ９：００～１７：００（平日）

〒812－8521 福岡市博多区吉塚塚本町 13 番 47 号

電 話 （092）６４２－７８５９

９ 非常災害時の対策

非常時の対応 別途定める消防計画にのっとり対応を行います。

避難訓練及び防災設備

別途定める消防計画にのっとり年２回夜間及び昼間を想定した

避難訓練を行います。

設備名称 個数等 設備名称 個数等

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター ３個所

避難階段 ２個所 屋内消火栓 あり

自動火災報知機 あり ガス漏れ探知機 あり

誘導灯 ３６個所

カーテン、布団等は防炎性能のあるものを使用しています。

消防計画等
糸島消防署への届出日：平成 23年 11 月 24 日

防火管理者：原川 浩一



１０ 身体拘束について

１． 事業所は、サービスの提供にあたっては、当該利用者または他の利用者の生命、または身体を

保護する為、やむを得ない場合を除き身体拘束は行わない。

２． 事業所は、前項の身体拘束等を行う場合は、その態様および時間、その際利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない状況・理由を記録する。

３． 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。

（１） 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行

うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護

職員その他の従業者に周知徹底を図る。

（２） 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

（３） 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施す

る

１１ 虐待防止に関する事項

１．当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項

を実施する。

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

（２） 虐待防止のための指針を整備する。

（３） 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する

１２ 業務継続計画の策定等

当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供

を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

２ 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施する。

３ 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

う。

１２ ご利用にあたっての留意事項

《 持ち物について 》

１． 各居室には、備え付けのタンスをご用意しております。衣類ケースや家具類の持込みは歩行の妨

げにもなりますので、ご遠慮ください。

２． お持込みになられた持ち物・衣類は、転倒防止および衛生上の面から整理整頓を面会の際に行

ってください。季節に応じた衣替えを行い、不要な衣類・荷物はお持ち帰りください。また、週に２

回入浴を行いますので、汚れ物がたまらないよう洗濯を行い、着替え（衣類・タオル等）を不足しな

いようお持ちください。

３． お持込になられる全ての物に、消えないように油性マジックおよび縫い付け等にて名前の記入を



行ってください。無記名の物の紛失に関しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

４． 通常履かれる靴以外に洗い替えの靴を１足ご用意ください。

５． 男性の入所者は、安全と衛生のために電気ヒゲソリをご用意ください。

６． 当施設は、病院とは異なります。日中は洋服に着替えていただいておりますので、寝間着以外の

衣類を不足しないようご用意ください。

７． 入院などによる急な退所の場合でも、当日もしくは翌日までに全荷物の引き取りをお願いいたしま

す。退所後、１ヶ月を過ぎても引き取りがない荷物は処分いたしますのであらかじめご了承ください。

８． 大金や貴重品の所持は、紛失・盗難防止のために禁止いたします。紛失・盗難に関しては責任を

負いかねますのでご了承ください。

《 生活について 》

１． 施設内は全館禁煙となっております。喫煙はいかなる場合においても禁止いたします。また、火災

防止のためにライター等の所持は禁止しておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

２． 飲酒は禁止しております。養命酒など薬酒は看護スタッフにご相談ください。

３． 施設建物内への動物の持込み、および飼育は堅く禁止いたします。

４． 施設内においての宗教活動・政治活動および販売等は堅く禁止いたします。

５． 利用者間での物の貸借は原則として禁止いたします。また、金銭の貸借は堅く禁止いたします。

６． 他の利用者のご家族および面会者への依頼等も禁止いたします。

７． むやみに他の利用者の居室には立ち入らないでください。

８． 当施設は、集団生活の場となっております。他の利用者の迷惑にならないよう心がけてください。ま

た、いろいろな病状の利用者の方が利用されていらっしゃいます。施設より部屋移動等の依頼があ

った場合は、ご協力ください。

《 ご家族および面会者へ 》

１． 当施設（事務所）の営業時間は、午前９時より午後６時までとなっております。時間外のお問い合わ

せおよびお支払には、対応いたしかねますのでご了承ください。

２． 外出・外泊および面会時間は、午前９時より午後７時までの時間内にて行ってください。なお、外

出・外泊は届け出てある時間を厳守してください。

３． 急な外出・外泊に関しては、利用者の健康上の問題もありますので受付できない場合もありますの

でご了承ください。（事前に看護スタッフにお問い合わせください。）

４． 施設内は一定に温度を保っております。生ものや腐れやすい物の差し入れは食品衛生上禁止い

たします。また、同室者および他の利用者への差し入れは療養上食べられない方もいらっしゃるの

でご遠慮ください。

５． 当施設は、家庭復帰を目的としたリハビリを行う施設です。試験外出・外泊に関し担当スタッフより

依頼および相談があった場合は、ご協力ください。又、ご利用者様に外出、外泊の機会を持っ

ていただく為に、施設からご家族様に半年に一回ほど外出、外泊のお願いを差し上げるこ

とがございます。その際には可能な範囲でご協力をお願い申し上げます。なお、いかなる外

出・外泊の場合において、当施設の紹介状なしには受診できないように法令上決まっております。

現在、服用中のお薬などの飲み合わせの問題等が生じますので受診を希望される場合は、看護ス

タッフにご相談ください。



６． 緊急な場合や専門の治療が必要な場合は、専門の病院へ受診いたします。その際は、ご家族の

同伴および同席が必要な場合がありますのでご協力ください。また、定期的な受診が長期となる場

合、および利用者の身体状況・精神状況に応じてご家族の方で受診していただく場合があります

ので、施設より依頼があった場合はご協力ください。

７． 利用料のお支払は、請求書が届いてから１ヶ月以内にお支払ください。２ヶ月以上の遅延が発生し

た場合は、入所契約書に基づき退所していただく場合があります。また、次回のご利用をお断りさ

せていただく場合もありますのでご注意ください。

８． 利用料は、窓口の営業時間内に現金にてお支払いただくか、指定の口座にお振込みください。

現金の場合 … 午前９時～午後６時（日曜日・祝祭日受付可）

９． 面会にお越しの際は、事務所カウンターに置いてある面会票に必ず記帳してください。

１０． 面会にお越しの際は、玄関前への駐車は送迎車や利用者の歩行の妨げになりますのでご遠慮く

ださい。（但し、利用者の外出・外泊の場合は除く。）

※ 電話のお取次ぎは緊急やむを得ない場合以外は、事務所の営業時間内にお願いいたします。

（ 附則 ）

この規程は、平成 17年 10 月 1 日より施行する。

この規程は、平成 18年 4 月 1日より施行する。

この規程は、平成 19年 2 月 1日より施行する。

この規程は、平成 20年 4 月 1日より施行する。

この規程は、平成 21年 4 月 1日より施行する。

この規程は、平成 21年 6 月 1日より施行する。

この規程は、平成 22年 1 月 1日より施行する。（住居表示変更）

この規程は、平成 22年 5 月 31 日より施行する。（管理者変更）

この規程は、平成 22年 10 月 10 日より施行する。（事業者所在地変更 留意事項追加）

この規程は、平成 23年 3 月 16 日より施行する。（テレビ利用料追加）

この規程は、平成 24年 4 月 1日より施行する。（介護職員処遇改善加算、地域区分追加）

この規程は、平成 24年 10 月 1 日より施行する。（身体拘束追加）

この規程は、平成 30年 4 月 1日より施行する。（介護報酬改定に伴う、利用料変更）

この規程は、平成 31年 4 月 1日より施行する。（介護職員処遇改善加算Ⅰへ変更）

この規程は、令和 2年 4月 1日より施行する。

この規程は、令和 3年 4月 1日より施行する。（介護報酬改定に伴う、利用料変更）

この規程は、令和 5年 月 1日より施行する。（「虐待防止に関する事項」追加）

この規程は、令和 6年 4月 1日より施行する。（「業務継続計画の策定等」追加）

この規程は、令和 6年 4月 1日より施行する。（介護報酬改定に伴う、利用料変更）

この規程は、令和 6年 4月 1日より施行する。（代表者氏名変更）


